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１ はじめに 

（１）氷見冤罪事件 2002年、富山県氷見市で強姦、同未遂事件が起きた。同年 4月 8日朝、

突然 6人の男が当時タクシー運転手だった Xさんの職場に来て、任意同行とも言わずに氷

見署に同人を連行した。署は、15日から 3日間任意で朝から晩まで事情聴取した。取調官

は、X さんが失神しているうちに財布の中から母親の写真を引き出し、「お母さんが泣い

ているぞ」などと脅し、朦朧としているうちに、「ハイ」と自白させられ、強姦未遂容疑

で逮捕された。Xさんは逮捕後一旦容疑を否認したが、後に再び犯行を認めるようになる。

その背後には、警察組織による Xさんに対する恫喝的で誘導的な取調べの実態があった。

X さんは両事件で起訴され、同年 11 月 27 日、富山地裁高岡支部は、X さんに懲役 3年の

実刑判決を言い渡した。X さんは控訴せず、有罪判決が確定、以降 X さんは 2005 年 1 月

13日に福井刑務所を仮出所するまで服役した。 

   ところが、出所後の 2006年 11月、別の強制わいせつ事件で鳥取県警に逮捕された無職

の男が、氷見で発生した事件への関与について自供し、それを裏付ける証拠も存在した。

その結果、2007年 1月、Xさんを誤認逮捕したこと、冤罪事件であったことが明らかとな

った。 

（２）再審事件 同年 2月 9日、富山地検高岡支部は、富山地裁高岡支部に対して Xさんの再

審請求をした。同年 10月 10日、富山地裁高岡支部は、Xさんに対して無罪判決を言い渡

し、逮捕から約 5年の時を経て、Xさんの無実が証明された。 

（３）国家賠償請求事件1
 
2 再審無罪が確定した Xさんが、国や県などに計約 1億 4000万円

の損害賠償を求めた訴訟が本件である。富山地裁の阿多麻子裁判長は、県警の取調べに違

法な点があったと認定し、県に約 1966万円の賠償を命じた。しかし、国、取調べを担当し

た警察官ならびに起訴した検察官個人への請求は、棄却した3。 

   この判例コラムでは、第１に、氷見国賠請求事件の争点に対する判決の内容を取り上げ

る。判決が認めた富山県警の取調べの違法性、原告側が主張したが認められなかった諸点
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についてである。第２に、無罪判決の確定に伴う刑事司法手続の違法性、第３に、なぜ冤

罪犠牲者が立証責任を負わなければならないのか、第４に、加害公務員個人の賠償責任に

ついて論評し、最後に、本件国賠訴訟から読み取れるわが国の司法の在り方について、批

判的な概括をすることにする。 

 

２ 氷見国賠請求事件の争点に対する判決の内容 

（１）本件における争点 本件では、９つの争点がある。 

 １）被告県及び被告警察官 Y1の違法として、①本件警察官らは、本件各被害者を誤導し、原

告を犯人として識別させたか（争点１）、②本件警察官らには、原告の犯人性を否定ある

いは減殺する消極証拠を無視し、又は、過小評価した違法があるか(争点 2）。その内訳と

して、(ア)本件通話履歴、(イ)本件引き当たり、(ウ)本件各足跡痕、(エ)凶器及び緊縛道

具、(オ)本件血液型鑑定・DNA 鑑定の不実施、(カ)毛髪、指紋がある。③被告 Yl による

取調べの違法(争点 3)。その内容として、(ア)被告 Y1は、原告に対し、罵倒、恫喝、暴行、

脅迫、偽計などの手段を用いて、自白を強要する違法な取調べを行ったか。(イ)被告 Y1

は、不当な誘導により虚偽の警察官調書等を作成したか。④本件警察官らが、8 月事件発

生後に再捜査をしなかったことに違法性があるか(争点 4)である。 

 ２）被告国の違法として、⑤被告検察官 Y2は、過度の誘導あるいは誤導による取調べを行っ

て虚偽自白を作出し、虚偽の検察官調書を作り出したか(争点 5)。⑥公訴提起及び公訴維

持の違法(争点 6)、⑦)被告 Y1は、損害賠償義務を負うか(争点 7)。⑧被告 Y2は、損害賠

償義務を負うか(争点 8)、⑨原告の損害の額(争点 9)、である。 

（２）本判決は、これらの争点のうち、(争点 3)の(イ)被告 Y1は、不当な誘導により虚偽の警

察官調書等を作成したか、(争点 7)の被告 Y1は、損害賠償義務を負うかについて積極的な

判断をし、(争点 9)原告の損害については、刑事補償金 1005万円を全損害賠償金から控除

した約 1966万円余を認めたにとどまる。そして、本判決は、これらの判断のうち、不当な

誘導により虚偽の警察官調書等を作成したかという争点については、警察官が、単に自分

が捜査資料により知っている情報を提示して質問するだけでなく、自分が意図する答えが

被疑者から返ってくるまで、同じような形の質問を続けて確認を求める手法（『確認的』

取調べ方法）により、警察官調書、上申書、靴の図面、本件各被害者宅見取図、犯行再現

に係る報告書が、いずれもそこに記載された犯行状況の主要な部分に係る情報が得られた

ものであると認定した。 

 本判決が被告県の違法性を認めたのは、わずかにこれらの争点についてのみである。し

かし、被告県の違法性は、争点 2 ないし 4に記載されたように、県の捜査には、作為と不

作為に、多くの、いや争点 1 ないし 6の全てについて違法性が存在したはずである。なぜ

なら、本件は、無辜の Xさんを犯人に仕立てるために証拠を作出し、無罪を証明するはず
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の証拠を隠蔽したからである。ところが、本判決は、捜査の過程で、犯行時間に重なるよ

うに、被疑者が兄に電話を架けていた通話履歴がアリバイとして存在したがこれを無視し、

また、被害者宅に真犯人から電話が架かってきたとされたが、その発信先も調査せず、足

跡痕は被疑者のサイズと異なる靴の長さであるにもかかわらず、その違いを軽視したこと

などの違法性をことごとく無視した。そして、血液型鑑定・DNA鑑定が実施されるべき、

精液、毛髪ならびに指紋にかかる鑑定についての不実施の違法性についても、これを認め

ていない。富山県警は、これらの鑑定を実施したが、被疑者の血液型と DNAが一致しなか

ったので、検体が少量でこの鑑定ができなかったと虚偽の報告書を作成したに過ぎないこ

とは、当時の科学技術の水準を考慮すれば自明であった。そして、本件は、そもそも冤罪

再審無罪事件であり、物証も被疑者と無関係のはずであり、書証も全てデッチ上げられた

ものに他ならない。 

 結論として、本件の裁判官は、意図的か否かを別として、本件国賠訴訟の大前提が富山

県警によりデッチ上げられた組織的な冤罪にかかる再審無罪事件であることを見誤り又は

見逃し、警察官による違法な逮捕、拘留、取調もしくは誤認逮捕などの個別的な違法性の

判断が求められる事件と同種であるかのように判断しているのである。本判決は、この意

味で内容に乏しい判決であると言わざるをえない。それ故、以下では、本件で否定された

検察官による公訴提起と捜査の懈怠の違法性について言及する4。 

 

３ 無罪判決の確定に伴う刑事司法手続の違法性はどのように判断されるのか 

 （１）無罪判決が確定した場合における検察官による公訴の提起やその追行の違法性の判断

基準については、大別して結果違法説と職務行為基準説の二説がある。 

 結果違法説は、論者により多少説明に違いはあるが、公訴提起・追行が結果的に妥当と

いえなかったことから、国家賠償法の見地より違法と解すべきであるとし、国が公訴提

起・追行に客観的に合理的な根拠があったことを立証した場合に違法性が阻却されると説

くものがある5。この学説は、本件のような冤罪国賠訴訟の場合には、違法性が阻却され

るのは、国が公訴提起・追行に客観的に合理的な根拠があった立証責任を果したときであ

るとすることも極めて合理性を有すると解される。 

 これに対して、職務行為基準説は、無罪の判決が確定したというだけで直ちに公訴の提

起・追行が違法となるということはなく、客観的に犯罪の疑いが十分にあり、有罪判決を

期待し得る合理的根拠があるかぎり、公訴提起・追行に違法性がないとするものである6。

実務は、古くから職務行為基準説によるものが多く、昭和 27 年に起きた、北海道・根室

本線が爆破されたいわゆる「芦別事件」の国家賠償請求事件で、最高裁が職務行為基準説

をとることを明確にして以来7、その後の裁判例は、すべてこの職務行為基準説に従って

いる8。 
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 職務行為基準説を採る場合の公訴提起の違法性の判断基準と判断手法についても、判例

と学説は分かれている。詳論は避けることとするが、検察官が逮捕状の請求、逮捕状に基

づく逮捕、勾留請求、公訴提起のいずれについても、証拠の評価を誤り、有罪判決を期待

できる合理的な理由がないのに、公訴を提起した場合に、公訴提起は違法となるとするの

は、合理的理由欠如説である。芦別国賠訴訟、沖縄ゼネスト訴訟ならびに那須国賠訴訟に

おいて、最高裁は、この見解を採用していると理解される9。合理的理由欠如説によるこ

とだけを判示する判例もある10が、合理的理由欠如説の当てはめにおける判断手法も判示

するものもある11。その他の見解として、一見明白説（証拠資料等を評価するにつき、通

常考えられる個人差を考慮してもなお一見して到底その判断の合理性を是認することが

できない程度に重大な瑕疵がある場合に違法と判断されるとする）、違法限定説（公務員

が違法・不当な目的をもって敢えて当該行為をした場合に限り違法と判断される）がある
12。 

 （２）本判決も前記芦別国賠訴訟事件の最高裁の判例に従い、この説に立つ旨を明言してい

る。また、「本件各公訴提起時に被告 Y2が現に収集した証拠資料及び通常要求される捜

査を遂行すれば収集し得た証拠資料を総合勘案すれば、合理的な判断過程により原告を有

罪と認める嫌疑があり、被告 Y2が本件各公訴提起をした判断が、法の予定する一般的な

検察官の判断として、通常考えられる検察官の個人差による判断の幅を考慮に入れても行

きすぎで、経験則、論理則に照らして到底合理性を肯定することができない範囲に達して

いるとはいえない。」と述べて、那須国賠訴訟の最高裁判決を踏襲して、この理が、上告

審で確定した有罪判決が再審で取り消され、無罪判決が確定した場合も異ならないと解す

るのが相当であるとする。 

 （３）しかし、冤罪に起因する那須国賠訴訟の最高裁判決は、大いに疑問の余地がある。上

告審で確定した有罪判決が冤罪を理由として再審で取り消され無罪判決が確定したとき

には、冤罪被害者と物･書証の間には何らの結びつきがないことが明確とされたにもかか

わらず、検察官は、警察が収集した証拠資料を鵜呑みにし個別の証拠及び証拠の総合評価

を誤り、客観的、合理的な根拠を欠いた起訴を行ったと言わざるを得ず、過失があったと

判断されうるし13、また、通常要求される捜査を遂行すれば、公訴提起当時、冤罪被害者

を無実としうる証拠資料を収集することができたにもかかわらず、これを懈怠したからに

他ならないからである14。 

 （４）本件では、検察官は、原告の自白、犯人識別供述、コンバースの靴についても検査の

捜査資料を十分な検討を加えることもなく採用しており、また、強姦事件であれば、犯人

を特定するための最有力とされる DNA鑑定を、「『精液の量がごく微量であると推定さ

れた』ことから、A型という結果に犯人の精液が確実に影響を及ぼしているとは判断でき

ないとして、被害者の着用していた下着に付着する人精液の血液型について不明と結論づ
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けた」とする警察の主張を鵜呑みにして、DNA 鑑定を実施しなかった。本判決は、富山

県警では、強姦事件でも、DNA 鑑定が「通常要求されるべき捜査」に該当しないとの主

張を認め、検察官がそのような捜査を実施しなかったことが、通常要求されるべき捜査を

怠ったとはいえないとするが驚くべき非常識な判断であるといいうる15。 

 

 ４ なぜ、冤罪犠牲者が国賠請求するために、立証責任を負わなければならないのか 

 （１）検察官による公訴提起の違法性を主張・立証する責任は、国側にあるのか、それとも、

損害賠償を求める側にあるのか。本判決は、「公権力の行使が違法であることは国賠法 1

条 1項に基づく損害賠償請求権の発生要件であるから、その違法性を基礎付ける具体的事

実については、同請求権の発生を主張する者が主張・立証責任を負担すると解するのが相

当である」とする。本判決は、当然のように判示しているが、大いに疑問である。この事

項にかかる判例を見るに、公訴提起の違法性の主張・立証責任が国側にあるとしたのは、

松川事件国賠訴訟第一審判決である16。 

 ところが、その後の判例を検討すると、「検察官の公訴の提起が違法であると主張して

国に対し国家賠償法一条一項に基づく損害賠償を求める者は、公訴の提起が違法であった

ことについて主張立証責任を負担する」とされるのである17。 

 （２）確かに、国賠法１条１項は、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その

職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公

共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と定める。そもそも、この規定は、戦前におい

て、絶対主義国家体制の強力な権力服従関係のもとに、裁判官を含む官吏の違法行為によ

り国民の人権がないがしろにされたことに対する猛省に基づき、憲法 17 条の「何人も、

公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共

団体に、その賠償を求めることができる」との規定を具体化するために、国家無答責の原

理の放棄を明文化し、さらに、国賠法１条にその趣旨を明文化したものである。 

 （３）そして、公務員の客観的事実の認識の誤りについての過失に関し、指導的判例たる最

判昭和 43年 6月 27日は、昭和 29年 10月頃の登記官の書類審査で、登記済証にある昭和

22年 9月 6日頃の官制と庁印の真偽を調査する義務があるとするもので、登記官に対し、

非常に重い審査義務が課せられているとする18。学説においても、古崎慶長氏のように、

国賠法の規定を解釈するにあたり、国賠法の趣旨を忖度し、「故意又は過失による」のみ

ならず、無過失賠償責任の方法への運用を説く学説も存在した。古崎氏が夙に指摘したよ

うに、公務員には一般人以上の高度の注意義務が課せられているとするものであり、被害

者救済の見地から、この厳しい判例の姿勢は崩されてはならないし、これが、判例の主流

となるよう実務は心掛けるべきであるとする。われわれは、同法１条を無過失賠償責任の

方向に運用することに熱心でなければならない。前述の最判昭和 43 年の判例のように、
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過失の認定に厳格であることも、その一方法であるが、被害者(原告)の立証の負担を軽減

するためには、「一応の推定(prima facie)の理論」を採用することも必要であろう19。 

 （４）松川事件国賠訴訟で東京地裁が判示したように、国は、公訴の提起及びその維持に当

って証拠上犯罪事実立証の可能性があったこと、少なくとも、証拠判断に関する個人差を

考慮すれば、犯罪事実の存在が画定される可能性があったことについて立証責任を負うと

いうべきである。 

 まして、いわゆる冤罪事件のように、警察が無辜の民を密室で取り調べ、自白を強要し、

物証と書証を捏造し、犯罪としてまた犯人としてデッチ上げ、検察官が被告事件として公

訴の提起をしたが、再審無罪判決と確定した事件においては、違法行為をなした国側が違

法性阻却の立証責任があるとすることは当然である。無実の罪で、デッチ上げられその違

法性が推定された行為について、虐げられた側がその主張・立証責任を負うとすることは、

違法な行為を働いた側に法が助力するという事態をもたらすのである。ここには、明らか

な不正義が存在する。 

 

５ なぜ、加害公務員個人の責任が問われないのか 

（１）本件では、争点 8（被告 Y2は損害賠償義務を負うか。）について、「国賠法１条１項は、

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失に

よって違法に他人に損害を加えた場合に、国又は公共団体にこれを賠償する責を追わせる規

定であり、公務員個人の賠償責任について規定するものではない…。よって、同項を根拠と

して、原告が、被告 Y1個人及び被告 Y2個人に対し損害賠償を求めることはできない。」と

判示した。 

（２）確かに、国又は公共団体が国家賠償責任を負う揚合に、これと並んで、不真正連帯債務

者として、加害公務員個人が直接に被害者に対して責任を負うかについて、学説としては、

肯定説(加害公務員は、軽過失の場合にも責任がある)、折衷説(故意又は重過失の場合にの

み責任を負う)、否定説(故意又は重過失の場合にも責任を負わない)の三説の対立がある
20。下級審の場合は、公務員個人も有責とする判例も存在したが21、最高裁は、一貫して否

定説をとっている22。 

（３）最高裁も墨守する否定説は、その理由として、規定の体裁(「国又は公共団体が、これ

を賠償する責に任ずる」)のほか、国又は公共団体に十分な資力がある以上、資力の乏しい

公務員個人への請求を認める必要はないこと(被害者の報復感情の満足は損害賠償制度の

目的ではない。)、公務員個人への請求を認めると公務員の職務執行が萎縮し行政の停滞を

もたらすおそれがあること、軽過失の場合に直接請求を認めることは国家賠償法 1条 2項

の求償権の規定と齟齬すること、国家賠償法附則において従前認められていた登記官吏、

公証人、戸籍吏等の個人責任に関する規定が削除されたこと等を挙げる23。 
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        本来、加害公務員個人が負うべき損害賠償責任を国や公共団体が代わって責任を負った

に過ぎない。そして、国賠法 1条 2項により、「公務員に故意又は重大な過失があったと

きには、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する」と定められているが、

国又は公共団体が、その公務員に対して求償権の行使に基づく訴訟についての判例も皆無

の状況にあると指摘されていたが24、最近の二例をご教示していただいた25。 

 しかし、納税をしている国民又は住民からすると、本来、加害公務員個人が負うべき損

害賠償責任を国民や住民の犠牲において、加害公務員を庇護する理由などあり得ないはず

である。国又は公共団体が資力を有するか否かは、考慮の範囲外であり、考慮したとして

も、むしろ、否定的となるはずである。むしろ求償権を行使する事が国民と住民の付託に

答えることであると言わなければならない。国や公共団体による求償権の行使は、義務的

であるべきであり、公務員が職務の執行において過度に慎重になって萎縮し積極的な職務

が望めなくなる恐れがあるなどという理由は、詭弁に過ぎない。全ての冤罪事件において

は、警察が証拠を作り上げ無辜の民を犯人に仕立て上げているのである。志布志事件では、

所長捜査２課の幹部が犯罪自体を作り上げることを署員に指示していたことも認定され

た。筆者が、調査した冤罪事件では、加害公務員の組織的な行為により、公務員の故意や

過失ではなく悪意により無辜の民が犯人とされてきたのである26。最悪のケースは、それで

死刑確定、そして吊るされるのである。このように犯罪を作り出したり、犯人に仕立て上

げたりする公務員を何故、国税や住民税で救済しなければならないというのであるか。 

 最高裁と通説が採用してきた否定説は、速やかに改められなければならない。 

 

６ 本件国賠訴訟から読み取れるわが国の司法の在り方について  

（１）本件は、冤罪再審無罪国賠訴訟が抱える問題を、むしろ浮き彫りにした。本稿のサブタ

イトルとして「冤罪被害者は、二度の責め苦を負わされる」として記載したことに言及し

て、本稿を終えることとする。筆者は、東北大学の大学院生の頃、研究室から大学の北門

から出ると南町、そこにある地元のデパートの前で一人の老女が雪の降る日も雨の日もザ

ルを置いて義捐金を募っていたことを今でもはっきり覚えている。その老女こそ、1955年

宮城県志田郡松山町で起きた松山事件の犯人とされた Aさんのお母さんである。Aさん（故

人）は強盗殺人、放火の疑いで逮捕され、1960年最高裁で死刑判決が確定した。1979年再

審が開始し、証拠とされた掛け布団の血痕が警察による捏造と断ぜられ、1984年無罪とな

り、28年以上身柄を拘束され、そのうち約 23年は死刑囚として何時刑が執行されるかとい

う恐怖に晒されながらの獄中生活、死の淵からようやく、逃れることができた。そして、

Aさんは国賠訴訟を提起した。刑事補償はなされたが、2001年国賠訴訟は、最高裁で敗訴

が確定した。また、出獄後、年金を受給することもできず、生活保護者として生活するこ

とを余儀なくされたのである。 
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（２）国賠請求をしたが敗訴した冤罪被害者は、A さん、免田事件の B さんだけでない。本件

における Xさんも事情は同様の結果となった。冤罪被害者でも、国家賠償が認められてい

ない。国民は、このことを知り得ているのだろうか。厚労省の C 元局長は、164 日、約半

年間の勾留で刑事補償 200万円、国家賠償として 3,770万円で決着した。このニュースを聞

くに及び、他の冤罪被害者も、相応の国家賠償を受け取っていると誤解しているかもしれ

ない。 

 しかし、真実は、ほとんどの冤罪被害者が国家賠償を認められていないということであ

る。冤罪被害者は、死の淵や苛酷な刑務所暮らしから辛うじて逃れることができたとして

も、家族は散在し離反し、裁判費用のために刑事賠償金は消散する。そして、とどのつま

りは、生活保護者として孤独に生きて行かなければならない。冤罪被害者は、無辜であり

ながら、囚人として、そして、そこから解放されたとしても、国家賠償が認められること

もなく、身寄りのない生活保護者として生きていかなければならないという二度の責め苦

を負わされるのである。 

（３）運がよい冤罪被害者は、無実を勝ち取ることができたとしても、冤罪者の多くが国（警

察・検察・裁判所）に対して国家賠償を請求してきたとしても、国は冤罪作りの責任から

逃げ切ってきた。最高裁と学説は、そのための理論として、裁判官には、戦前に存在した

国家無答責に代わり違法性限定説による事実上の無答責を27、検察官や警察官には職務行為

基準説と理由欠如説を、そして、加害公務員には、求償権を行使せず、個人責任の否定説

が用意され続けているのである。 

 さらに、冤罪を作り出した加害公務員の処分もほとんど行われずじまいである28。本件で、

X さんに接見した弁護士と弁護会の対応にも一言しなければならない。接見した弁護士に

Xさんは、否認したという29。ところが、その直後、Xさんは、自白に転じている。ここに

は、然るべき弁護活動がなされていたのであろうかという疑念も生ずる。しかし、この国

選弁護人の所属する富山弁護士会は、「冤罪を生んだ責任の 99.9％は捜査機関に」あると

して、弁護士の処分や注意を行わないとした30。 

 冤罪を作り出したにもかかわらず、全ての法曹と警察の誰一人として責任をとらない、

国家も冤罪犠牲者に救済をあたえない。現今の日本には、このような司法の姿が定着して

いる。 

 

 

                             
1 判決の詳細は、WestlawJapan 富山地判平成 27年 3月 9日文献番号 2015WLJPCA03096001を参照。 

2  氷見（富山）冤罪国賠を支える会による国賠訴訟の様々な情報については、https：

//sites.google.com/site/toyamakokubai/home  

3  本稿では、取り上げることができなかったが、2003年の鹿児島県議選での公職選挙法違反被告事件（志布志

事件）で、鹿児島地栽は、2015円 5月 16日の判決で、県警の組織的な被疑事件のデッチ上げのために虚偽の自

白を作り出したこと、有罪の見込みがないと認識しながら起訴、勾留を続けた地検の「違法」を断じ、「職務

https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I1dcea6c0f7d311e4b207010000000000&from-delivery=true
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上尽くすべき注意義務に違反し、過失があった」と認定した（朝日新聞 2015年 5月 16日朝刊 13版）。 

本件判決の詳細は、WestlawJapan 鹿児島地判平成 20年 3月 24日文献番号 2008WLJPCA03246001を参照。 

4    検察官の行為の違法性については、西埜章『国家賠償コンメンタール[第 2版]』（勁草書房、2014）352頁以

下。 

5 原田尚彦「松川国家賠償請求事件」ジュリ 482号（昭和 45重判）27頁、藤谷正博「無罪判決の確定と捜査及

び訴追の国賠法上の違法性等について」判評 259（判時 969号 25頁）、村重慶一『国家賠償法研究ノート』（判

タ、1996）111頁以下。村重は、自説を違法性阻却説とよび、結果違法説と職務行為基準説の間には結論に差異

がないとする。しかし、結果違法説では、違法性阻却の立証責任が国側の負担であるとの実益がある（田上富

信「弘前大教授夫人殺し事件国家賠償請求第一審判決」判例評釈 276号（判時 1023号）4頁）。結果違法説の

問題点については、村上博巳「公訴権行使と国家賠償法上の違法性」判タ 724号 34頁以下。 

6 綿貫芳源「検察官の訴訟行為に関する損害賠償責任」判時 557号 220頁など。 

7 ①最二判昭和 53年 10月 20日（芦別国賠訴訟）（民集 32巻７号 1367頁、判時 906号 3頁）、②最一判平成元

年 6月 29日（沖縄ゼネスト訴訟）（民集 43巻 6号 664頁、判時 1318号 36頁）は、「公訴提起の違法の判断は、

検察官の公訴提起時における証拠資料による」、③最二判平成 2年 7月 20日（那須国賠訴訟）(民集 44巻 5号

938頁、判時 1418号 75頁)は、「再審により無罪判決が確定した場合であっても、公訴の提起及び追行時にお

ける各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があったときは、検察官の

公訴の提起及び追行は、国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為に当たらない」と判示し、芦別国賠訴訟

に追随している。 

①判決の詳細は、WestlawJapan 最二判昭和 53年 10月 20日文献番号 1978WLJPCA10200001を参照。 

②判決の詳細は、WestlawJapan 最一判平成元年 6月 29日文献番号 1989WLJPCA06290001を参照。 

③判決の詳細は、WestlawJapan 最二判平成 2年 7月 20日文献番号 1990WLJPCA07200002 を参照。 

8  検察官の公訴提起等の違法性を否定した最近の判例として、①山形地判平成 14年 1月 29日（判時 1803号 60

頁）、②松山地判平成 18 年 1月 18日（判時 1978号 81頁）、③大阪高判平成 22年 5月 27日（判時 2088号 86

頁）（原審京都地判平成 21年 9月 29日（判時 2062号 122頁）「検察官の発言は、被疑者と弁護士間の信頼関

係を破壊する：違法」。これに対して、検察官の公訴提起等の違法性を肯定した最近の判例として、④東京地

判平成 2年 6月 12日（判時 1362号 80頁、判タ 727号 238頁）、⑤大阪高判平成 10年 2月 27日（判時 1633号

37頁）、⑥大阪高判平成 15年７月４日（判時 1849号 53頁）、⑦名古屋高判平成 19年 6月 27日（判時 1977

号 80頁）（⑧原審、名古屋地判平成 18年 3月 16日（判時 1977号 85頁）（「住居侵入及び窃盗の公訴事実で

起訴され無罪判決が確定したとして、検察官の公訴提起を違法とする国賠請求が認容された事例」））、⑨宇

都宮地判平成 20年 2月 28日（判時 2026号 104号）（「本件においては、警察官が現に収集した証拠資料及び

通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料を総合勘案すると、副検事が、原告の自白の信用性につ

いて、大いに疑問を持ち、ひいては、その自白が虚偽であるとの判断に至った可能性が高く、また、上記のと

おり、本件強盗事件においては、原告の自白を除いた証拠資料によっては、原告が有罪と認められる嫌疑があ

るとはいえないのであるから、合理的な判断過程により原告が有罪と認められる嫌疑があるとはいえない」、

⑩大阪高判平成 23年 10月 26日（判時 2137号 51頁）（原審本訴請求棄却：「担当検察官には、公訴の提起に

あたっての判断については、個別の証拠及び証拠の総合評価を誤り、客観的、合理的な根拠を欠いた起訴を行

ったと言わざるを得ず、過失があったと判断して、Yの損害賠償責任を肯認」）。 

①判決の詳細は、WestlawJapan 山形地判平成 14年 1月 29日文献番号 2002WLJPCA01290024を参照。 

②判決の詳細は、WestlawJapan 松山地判平成 18年 1月 18日文献番号 2006WLJPCA01186001を参照。 

③判決の詳細は、WestlawJapan 大阪高判平成 22年 5月 27日文献番号 2010WLJPCA05276006を参照。 

④判決の詳細は、WestlawJapan 東京地判平成 2年 6月 12日文献番号 1990WLJPCA06120001を参照。 

⑤判決の詳細は、WestlawJapan 大阪高判平成 10年 2月 27日文献番号 1998WLJPCA02270002を参照。 

⑥判決の詳細は、WestlawJapan 大阪高判平成 15年７月４日文献番号 2003WLJPCA07040005を参照。 

⑦判決の詳細は、WestlawJapan 名古屋高判平成 19年 6月 27日文献番号 2007WLJPCA06276001を参照。 

⑧判決の詳細は、WestlawJapan 名古屋地判平成 18年 3月 16日文献番号 2006WLJPCA03160003を参照。 

⑨判決の詳細は、WestlawJapan 宇都宮地判平成 20年 2月 28日文献番号 2008WLJPCA02286005を参照。 

⑩判決の詳細は、WestlawJapan 大阪高判平成 23年 10月 26日文献番号 2011WLJPCA10266003を参照。 

9 国賠訴訟実務研究会編『国家賠償訴訟の理論と実際〔改訂版〕』（三協法規、2000）102頁以下参照。 . 

10 ①東京地判昭和 59年 6月 29日（都立冨士高校放火国賠訴訟）（下民集 35巻 5号 414頁、判時 1122号 34頁、

判タ 530号 108頁）、②東京高判昭和 63年 8月 3日（足立放火国賠訴訟）（判時 1284号 23頁、判タ 683号 77

頁）など。 

①判決の詳細は、WestlawJapan 東京地判昭和 59年 6月 29日文献番号 1984WLJPCA06290005を参照。 

https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I522680d080f911ddbbbd010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I23067df088f411df84b4010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I1a8bb3e01f5411dd8e77010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I8cd6e9601fd611dd9f9c010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Id2018a601fde11dd8a09010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Ie49428e0201511ddb1c0010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I5888cda0317811dd95bd010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I1e91f890fd2e11df80ea010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I81dfee001fde11dd8a09010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Ifc7c2140200d11ddbb27010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Id3839f40201a11dda299010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I3f9bc580317911dd8511010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Ibc33c500201e11dda227010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I46226570238711de8c25010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I37fb8c407a2011e1b5df010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Ife4eec401f9b11dd8c25010000000000&from-delivery=true
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②判決の詳細は、WestlawJapan 東京高判昭和 63年 8月 3日文献番号 1988WLJPCA08030001を参照。 

11   ①東京高判昭和 45年 8月 1日（松川事件国賠訴訟）（下民集 21巻 7・8号 1099頁、判時 600号 32頁、判タ

252号 73頁）、②札幌高判昭和 48年 8月 10日（芦別国賠訴訟）（判時 714号 17頁）。 

①判決の詳細は、WestlawJapan 東京高判昭和 45年 8月 1日文献番号 1970WLJPCA08010001を参照。 

②判決の詳細は、WestlawJapan 札幌高判昭和 48年 8月 10日文献番号 1988WLJPCA08030001を参照。 

12 『国家賠償訴訟の理論と実際〔改訂版〕』・前掲、107頁参照。 . 

13 大阪高判平成 23年 10月 26日（判時 2137号 51頁）。 

本件判決の詳細は、WestlawJapan 大阪高判平成 23年 10月 26日文献番号 2011WLJPCA10266003を参照。 

14 ①横浜地川崎支判昭和 56年 5月 28日(恐喝未遂事件）（訟月 27巻 9号 1644頁）は、「検察官が事案の性質

上当然なすべき捜査を怠るなど適切な証拠収集に努めず、不十分な証拠資料によって安易に犯罪の嫌疑を認定

したり、あるいは収集された証拠に対し合理性を肯定し得ないような評価を下して事実を誤認するなどして、

有罪判決を得る可能性が乏しいにもかかわらず公訴を提起した場合、当該起訴行為は違法であり検察官に過失

がある」)とする(なお、本判決は、②東京高判昭和 59年 1月 24日で、検察官に捜査方法を怠った違法はない等

の理由で取り消され、請求棄却となっている（訟月 30巻 7号 1115頁、判時 1108号 92頁)。 

①判決の詳細は、WestlawJapan 横浜地川崎支判昭和 56年 5月 28日文献番号 1981WLJPCA05281001を参照。 

②判決の詳細は、WestlawJapan 東京高判昭和 59年 1月 24日文献番号 1984WLJPCA01240002を参照。 

15  日本弁護士連合会人権擁護委員会は、1998年 9月に『DNA鑑定と刑事弁護』（現代人文社）を公刊している。

DNA鑑定は当初科警研で実施され、1995（平成 7）年度には、都道府県警察の科捜研でも整備が完了し、鑑定

が行われるようになっていたのである。被告県は、平成 14年当時、犯行現場に残されていた DNA型鑑定のデ

ータベース化はなかった、平成 17年になって、単独資料でも DNA鑑定を実施するようになったと主張するが、

時代錯誤の虚偽の主張であると断言できる。 

16 東京高判昭和 45年 8月 1日（松川事件国賠訴訟）（下民集 21巻 7・8号 1099頁、判時 600号 32頁、判タ 252

号 73頁）は、「捜査、公訴の提起・維持の違法性の有無に関する立証責任は、国の側にあり、国は、公訴の提

起及びその維持に当って証拠上犯罪事実立証の可能性があったこと、少なくとも、証拠判断に関する個人差を

考慮すれば、犯罪事実の存在が画定される可能性があったことについて立証責任を負う」とした。さらに、本

件のように、冤罪に起因する国賠訴訟である事情が重視されなければならない。 

17 ①東京高判平成 11年 4月 26日（ピース缶爆弾事件）（判時 1691 号 57頁）、②大阪高判平成 11年 7月 28日

（訟月 46巻 6号 2898頁）。 

①判決の詳細は、WestlawJapan 東京高判平成 11年 4月 26日文献番号 1999WLJPCA04260006を参照。 

②判決の詳細は、WestlawJapan 大阪高判平成 11年 7月 28日文献番号 1999WLJPCA07280012を参照。 

18 民集 22巻 6号 1339頁。 

本件判決の詳細は、WestlawJapan 最一判昭和 43年 6月 27日文献番号 1968WLJPCA06270003を参照。 

19  『国家賠償法の理論』（有斐閣、1980）8~9頁。これに対して、「立法政策的に、責任範囲を限定すること

は、許されないことではない」とするのは、西埜章『国家賠償法と違法性』（一粒社、1987）29頁。 

20 学説については、今村成和＝雄川一郎『国家補償法・行政争訟法』〔法律学全集 9〕（有斐閣、1957）22頁、

古崎慶長『国家賠償法』97頁、下山瑛二『国家補償法』〔現代法学全集 13〕（筑摩書房、1973）245頁など参

照。 

21  ①大阪高判昭和 37年 5月 17日は、「単に被害者の受けた損害の救済という面のみを考えると、国又は公共

団体において損害賠償責任を負担しさえすれば十分であると謂えないこともないけれども、職務の執行を装う

という方法を選んで公務員が不法行為を行ったものとすれば、之に対して直接被害者より損害賠償責任を問う

道を遮断することは、民法の道義性の見地よりしてその当否は極めて疑わしいものがある」（高民集 15巻 6号

403頁、判時 308号 22頁）とした。故意又は重過失の場合には有責とするのは、 ②東京地判昭和 46年 10月

11日（判時 644号 22頁)。 

          ①判決の詳細は、WestlawJapan 大阪高判昭和 37年 5月 17日文献番号 1962WLJPCA05170003を参照。 

②判決の詳細は、WestlawJapan 東京地判昭和 46年 10月 11日文献番号 1971WLJPCA10110004を参照。 

22 ①最三判昭和 30年 4月 19日（民集 9巻 5号 534頁）、②最三判昭和 47年 3月 21日（判時 666号 50頁）等。 

①判決の詳細は、WestlawJapan 最三判昭和 30年 4月 19日文献番号 1955WLJPCA04190002を参照。 

②判決の詳細は、WestlawJapan 最三判昭和 47年 3月 21日文献番号 1972WLJPCA03210001を参照。 

23 『国家賠償訴訟の理論と実際〔改訂版〕』・前掲、29頁参照。  

24  宇賀克也『国家賠償法』（有斐閣、1997）88頁。 

25  ①東京地判平成 23年 5月 19日は、「本件は、もと警視庁警察官であった被告が、在職当時に被害女性の取
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調べを担当していた際、その取調中に被害女性に対し、狼褻及び姦淫行為を行ったとして、被害女性から原告

及び被告が損害賠償請求訴訟を提起され、その訴訟において、原告が被害女性に対し、不法行為に基づく損害

賠償義務として慰謝料を支払う旨の裁判上の和解が成立し、その後原告が同和解上の義務を履行したとして、

被告に対し、国家賠償法 1条 2項に基づき、求償金とこれに対する賠償金支払日の翌日から支払済みまで民法

所定の年 5分の割合による遅延損害金の支払請求をしている事案につき、原告都の請求を認容した事例である」。

②福岡高判平成 24年 2月 16日（原審は、佐賀地判平成 22年 7月 16日）「国家賠償法 3条 1項の費用負担者と

して賠償責任を履行した費用負担者も、同法 1条 2項に基づき、公務員個人に対して求償権を有するが、国又

は地方公共団体からの公務員個人に対する求償権の行使は、信義則上相当と認められる範囲に制限されるとの

解釈がされた事例」である。 

①判決の詳細は、WestlawJapan東京地判平成 23年 5月 19日文献番号 2011WLJPCA05198003を参照。 

②判決の詳細は、WestlawJapan福岡高判平成 24年 2月 16日文献番号 2012WLJPCA02166002を参照。 

26 矢澤曻治『冤罪はいつまで続くのか』（花伝社、2009）、同『袴田巌は無実だ』（花伝社、2010）、同『再

審と科学鑑定』（日本評論社、2014）。 

27 裁判官の免責を可能とする違法性限定説については、矢澤曻治「この紋所が目に入らぬか－裁判官は、過失

があってもなぜ責任を免れるのか－」専修大学今村研究室室報 46号（2006）16頁以下参照。（http：

//ir.acc.senshu-u.ac.jp/index.php?active_action=repository_view_main_item_detail&page_id=13&block_id=52&item_id=

3773&item_no=1）。 

28 当時の富山県警本部長は、「結果においては誤認逮捕になりましたけれども、当時の捜査幹部の指揮あるい

は捜査員の捜査手法、それを一つ一つあげつらって捜査の懈怠があった、あるいは、そこに捜査のミスがあっ

たという事で処分に該当するものだというふうに判断できるのか、どうかと言う事になると、当時の捜査状況

をつぶさに検証した立場からして（処分を）躊躇せざるを得ない。」として、富山県警は誰一人処分されなか

った。 

  さらに、当時の法務大臣が再審前の 2007年 1月 26日に Xに対し謝罪した際、Xが述べた自白の強要につい

ては違法性が無いと述べ、当時の捜査員に対して処分は行わないことを決定している。その上、同法相が感情

を抑えきれずに声を出して笑う場面も報じられており、批判を集めている（https://ja.wikipedia.org/wiki/氷見事

件）。 
29 http：//hanzaikochi.web.fc2.com/himi-1.html 
30 http：//hirono2012k.blogspot.jp/2012/12/2008.html 
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